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山口市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（以下「事

業」という。）の実施にあたり、市長が交付する補助金の交付手続等につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業の目的） 

第２条 本事業は、地域産業の核として必要不可欠な存在である畜産の生産基

盤を確保するとともに、国際競争力強化のため、地域の関係者が連携して作

成する地域全体の収益力を向上させる計画・目標の達成のための取組につい

て、中心的な役割を担う畜産経営体等の施設等を整備する取組を支援するこ

とにより、地域の畜産の収益性の向上を図り、本市畜産の安定的発展に資す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において「事業実施主体」とは、本事業を実施する畜産クラ

スター協議会をいう。 

 

（交付の対象及び補助率） 

第４条 市長は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱（平成28

年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。）及び畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業実施要領（平成28年1月20日付け27生畜第162

1号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。）に基づき事業実

施主体が行う事業（本補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。）

を実施するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として市長が認め

る経費（以下「補助金対象経費」という。）について、事業実施主体に対し

予算の範囲内で補助金を交付する。 

 ２ 補助金対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。 
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（事業実施計画の提出等） 

第５条 本事業による補助を希望する事業実施主体は、国実施要領別紙１の第

８の１（１）に定める事業実施計画を作成し、別記様式第１号の承認申請に

より、市長の指定する期日までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の事業実施計画が国実施要領別紙１の第８の１（６）に基づ

く承認を受けた場合には、前項の規定により事業実施計画の提出があった事

業実施主体に対して、計画を承認するものとする。 

３ 事業実施主体が事業実施計画の変更を行う場合は、前各項に準じて手続を

行うものとする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする事業実施主体は、市長に対し、別

記様式第２号による交付申請書を作成し、市長の指定する期日までに提出し

なければならない。 

２ 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

３ 事業実施主体は、第１項による交付申請書を提出するに当たって、当該補

助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と

の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、そ

の金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が

明らかでない場合は、この限りではない。 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該

申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付す

べきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認める

ときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の
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決定をすることができる。 

 

（交付の条件） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目

的を達成するため必要があるときは、次の条件を付するものとする。 

（１）事業の内容の変更（別表に掲げる重要な変更及び事業の完了後におけ

る成果物の変更。）をする場合においては、市長の承認を受けること。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるこ

と。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４）事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の

競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付

すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約

をすることができる。 

（５）前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、

指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」という。）に参加しようとす

る者に対し、別記様式第３号により市から指名停止等を受けていない旨

の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入

札等に参加させてはならない。 

（６）その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、事業の完了により当該事業実施主体に相当の収益が生ずると認め

られる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、そ

の交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがあ

る旨の条件を付するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付

の目的を達成するために必要な条件を付することができる。 

 

（決定の通知） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容

及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の申請をした事業
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実施主体に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を

事業実施主体に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第10条 事業実施主体は、前条第１項の規定による通知を受けた場合におい

て、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不

服があるときは、当該通知を受理した日から起算して１５日以内に文書を

もって申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定は、なかったものとみなす。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変

更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一

部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、

この限りでない。 

２ 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、事業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

（２）事業実施主体が事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用す

ることができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまか

なわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由に

より、事業を遂行することができない場合（事業実施主体の責に帰すべき

事情による場合を除く。） 

３ 市長は、第１項の処分をしたときは、速やかにその旨を事業実施主体に通

知するものとする。 
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（補助事業の遂行） 

第12条 事業実施主体は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意を

もって事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならな

い。 

 

（事業の着工） 

第13条 事業の着工は、原則として第７条の交付の決定に基づき行うものとす

る。ただし、事業実施主体が交付の決定前に着工する場合にあっては、別記

様式第４号により、その理由等を明記した交付決定前着工届を市長に提出す

るものとする。なお、この場合において、事業実施主体は、交付の決定まで

のあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとす

る。 

２ 事業実施主体は、前項の交付決定前着工届を提出した場合には、事業の内

容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実である旨の市長からの文書によ

る通知を受けて着工するものとする。 

３ 事業実施主体は、事業に着工したときは、速やかにその旨を別記様式第５

号による入札結果報告・着工届を市長に提出するものとする。 

 

（状況報告及び立ち入り検査等） 

第14条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在におい

て、別記様式第６号による事業遂行状況報告書を作成し、市長に提出するも

のとする。ただし、別記様式第13号による概算払請求書をもってこれに代え

ることができる。 

２ 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実

施主体に対して当該事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に

その事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若し

くは関係者に質問することができる。 

 

（遂行等の指示等） 

第15条 市長は、事業実施主体が提出する報告等により、その者の事業が補助
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金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認

めるときは、その者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指

示することができる。 

２ 市長は、事業実施主体が前項の指示に従わなかったときは、その者に対

し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。 

 

（事業繰越の承認） 

第16条 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂

行が困難となったときは、別記様式第７号による繰越承認申請書を速やかに

市長に提出して、その承認を得なければならない。 

 

（事業の内容の変更等） 

第17条 事業実施主体が補助金の交付決定通知を受けた後において、補助事業

等の内容の変更（補助事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定

める軽微な変更を除く。）をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃

止しようとする場合は、直ちに別記様式第８号による変更等承認申請書を市

長に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更と

する。 

３ 市長は、第１項の承認の申請があった場合において、事業の内容の変更等

を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞ

れ、当該申請をした事業実施主体に通知するものとする。 

 

（竣工） 

第 18条  事業実施主体は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を別

記様式第９号による竣工届を市長に届け出るものとする。  

 

（実績報告） 

第 19条  事業実施主体は、事業が完了した日から 20日を経過した日又は当

該年度の３月 31日のいずれか早い期日までに、別記様式第 10号による実

績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければな
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らない。 

２ 第６条第３項のただし書きにより交付の申請をした事業実施主体は、前項

の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等

相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなけ

ればならない。 

３ 第６条第３項のただし書きにより交付の申請をした事業実施主体は、第１

項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金

額（前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）について、速やかに別記様式第11号による仕入れに係

る消費税等相当額報告書を市長に提出するとともに、市長の返還命令を受け

てこれを返還しなければならない。また、事業実施主体は、当該補助金に係

る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相

当額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の

翌年４月30日までに、市長に報告しなければならない。 

 

（額の確定及び交付） 

第20条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容

を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業

実施主体に通知するものとする。 

２ 事業実施主体は、前項の規定による通知を受けたときは、別記様式第12号

の精算払請求書により、市長に補助金を請求するものとする。  

３ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものと

する。 

４ 事業実施主体が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必

要と認めたときは、前各項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助

金の一部を別記様式第13号の概算払請求書により交付することができる。 

 

（決定の取消し） 

第21条 市長は、事業実施主体が、次のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
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（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 

２ 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を事

業実施主体に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第22条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は事業実施

主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超え

る補助金が交付されているときは、事業実施主体に対し、期限を定めて、そ

の返還を命ずるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第23条 事業実施主体は、第21条第１項の規定により補助金の交付の決定を取

り消された場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたとき

は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該

補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既

納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市

に納付しなければならない。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前条の規定の適用

については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受

領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えると

きは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領

の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、事業

実施主体の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、そ

の納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとす
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る。 

４ 事業実施主体は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額

につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければな

らない。 

５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を

求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌

日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金

額を控除した額によるものとする。 

６ 市長は、第１項及び第４項の場合において、やむを得ない事情があると認

めるときは、事業実施主体の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を

免除することができる。 

 

（他の補助金の一時停止等） 

第24条 市長は、事業実施主体が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算

金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、

同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてそ

の交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができ

る。 

 

（事業成果の報告等） 

第25条 事業実施主体は、国実施要領別紙１の第９の１に基づく事業成果報告

について、本事業の終了年度の翌年度から事業実施後の効果を把握する年度

の前年度までの間、毎年度、別記様式第14号による成果報告書を当該年度の

翌年度の６月末までに市長に報告するものとする。 

２ 市長は、前項により報告された内容について確認し、必要に応じて事業実

施主体に対して指導を行うものとする。 

 

（事業の評価） 

第26条 事業実施主体は、国実施要領別紙１の第９の１に基づく評価結果につ

いて、前条の事業成果報告に準じて、目標年度又は事業実施後の効果を把握
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する年度の翌年度の６月末までに市長に報告するものとする。 

２ 市長は、前項により報告された内容について確認し、必要に応じて事業実

施主体に対して指導を行うものとする。 

 

（区分経理） 

第27条 事業実施主体は、本事業に係る会計と他の事業に係る会計を区分して

経理を行うものとする。 

 

（帳簿及び書類の備付け） 

第28条 事業の施行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明ら

かにする帳簿及び証拠書類の保管の期間は、事業終了の年度の翌年度から起

算して５年とする。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で

処分制限期間を経過しない場合においては、別記様式第15号の財産管理台帳

その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第29条 事業実施主体は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産につ

いては、事業の完了した後においても、善良な管理者の注意をもって管理す

るとともに、事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

２ 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれると

きは、その収入の全部又は一部を納付させることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第30条 事業実施主体は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産で次

に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、又は担保に供する場合は、別記様式第16号による承認申請を市長に

提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用

年数（減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に

規定する耐用年数をいう。）を経過した場合は、この限りではない。 

（１）不動産及びその従物 
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（２）機械及び重要な器具 

（３）その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認

めて定めるもの 

 

（災害の報告） 

第31条 事業実施主体は、天災その他災害により、交付対象事業が予定の期間

内に完了せず、又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにそ

の旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。なお、報告に当

たっては、災害の種類、被災年月日、被災時の工事進捗度、被災程度、復旧

見込額及び防災、復旧措置等を明らかにした上で被災写真を添付するものと

する。 

２ 事業実施主体は、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を

受けたときは、直ちに別記様式第17号の災害報告により市長に報告しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前各項の報告を受けたときは、必要がある場合、現地調査を実施

し、報告事項の確認を行うものとする。 

 

（増築等に伴う手続） 

第32条 事業実施主体は、施設等の移転、更新又は生産能力、利用規模若しく

は利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当

該施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、別記様式第18号によ

る増築（模様替え、移転、更新等）届を市長に提出しなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行し、平成28年度の予算に係る補助

金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成29年１月13日から施行する。 

２ 施行日までに事業実施計画の承認申請のあった事業については、なお従前

の例によるものとする。 
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附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 施行日までに事業実施計画の承認申請のあった事業については、なお従前

の例によるものとする。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年２月１９日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表 

補助対象経費 補助率 重要な変更 

事業実施主体が

畜産・酪農収益力

強化総合対策基金

等 事 業 実施 要 綱

（平成28年 1月20

日付け27生畜第15

74号農林水産事務

次官依命通知。）

第４に基づいて行

う事業に要する経

費のうち、畜産・

酪農収益力強化整

備等特別対策事業

（施設整備事業）

に要する経費 

 

 

事業費の1/2以内 

 

 

 

 

 

１ 事業の中止又は廃止 

 

２ 事業実施地区の変更 

 

３ 事業実施主体及び取組主体の変

更 

 

４ 事業実施主体における事業費の

30％を超える増減 

 

５ 成果目標の変更 

 

６ 事業の完了年度の変更 

 


